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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第114期

第３四半期
連結累計期間

第115期
第３四半期
連結累計期間

第114期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 86,955 89,788 118,414

経常利益 (百万円) 8,100 17,642 14,477

四半期(当期)純利益 (百万円) 4,812 9,054 8,008

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4,679 10,547 8,558

純資産額 (百万円) 51,657 64,507 55,341

総資産額 (百万円) 146,467 148,637 147,012

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 99.62 187.30 165.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 99.09 186.10 164.83

自己資本比率 (％) 34.5 42.9 37.0
 

　

回次
第114期

第３四半期
連結会計期間

第115期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 89.62 35.26
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当企業集団(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当企業集団の事業等のリスクに重要な変更及び新たに生じたリス

クはありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、特に記載すべき事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当企業集団が判断したところによる

ものであります。
　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代以降の金融緩和・円高修正を背景に回

復傾向にあるものの、製造業における国内設備投資への慎重姿勢、貿易収支赤字の拡大、平成26年度

から実施を予定されている消費税率引き上げなどの影響に加え、米国の量的金融緩和縮小による新興

国の通貨不安や経済成長鈍化など海外経済の下振れ懸念もあり、先行き不透明感を拭いきれない状況

にあります。　

日本造船工業会によりますと、平成25年１月から９月までの世界の新造船竣工量は57,174千総トン

（前年同期比28.7％減）と平成23年をピークに減少が続いておりますが、同期間の世界新造船受注量

は海運市況の緩やかな回復傾向や世界的な金融緩和を受けた底値狙いの旺盛な発注に加えて中国の造

船所支援政策的な発注が多発したことから64,227千総トン（前年同期比107.2％増）と増加し、船価

も回復の兆しが見えてまいりました。しかしながら、平成25年９月末における世界新造船手持工事量

は167,659千総トン（前年同期比6.2％減）と契約の解除や韓国・中国造船所の経営破綻などもあって

減少が続いており、国内外造船所の提携・再編・淘汰と発注側の造船所選別の動きが今後も続くもの

と想定されます。

このような環境下において当企業集団の中核事業である新造船事業は、新開発の省エネ型34千重量

トン型撒積運搬船を大量に連続受注したことでブランドを確立するとともに、得意とする中型油送船

も受注できたことから約３年分の手持工事量を確保いたしました。当企業集団としてはコスト競争力

のさらなる強化と省燃費性能の大幅な改善やエネルギー構造の変化に対応する新商品開発に鋭意取り

組んでおります。また、海外展開を将来の成長戦略の選択肢の一つと位置付け、今般、ブラジルの大

手造船会社エコビックス・エンジェビックス社に対し日本連合５社の一員として資本参加いたしまし

た。こうした経験やノウハウの吸収・蓄積を積み重ねることで、将来の事業拡張を見据えた成長戦略

に繋げてまいりたいと思っております。　

函館どつく株式会社の修繕船事業は、主力である大型艦艇を中心として順調に受注を伸ばしてお

り、今後は一般商船修繕とバランスを取りつつ、事業運営の安定化を図ってまいります。　

オリイメック株式会社が担う機械事業では、ＡＳＥＡＮ諸国や南米での海外展開を加速するととも

に国内事業においては商品開発の推進によるシェアアップに努めております。　

鉄構陸機事業では限られた公共投資のもと熾烈な競争状態が続いており、優位性の発揮できる地域

を中心に受注力と管理体制の強化を図るなど、体質改善を急いでおります。　

当第３四半期連結累計期間の売上高は、新造船事業の建造量を前年同期より抑制したため、円高修

正にもかかわらず89,788百万円（前年同期比3.3％増）にとどまりましたが、損益面での円高修正効

果は大きく、営業利益は15,947百万円（前年同期比104.5％増）、経常利益は営業外収益において海

外子会社を含めて1,743百万円の為替差益を計上したことから17,642百万円（前年同期比117.8％増）

となりました。当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は連結子会社において固定資

産評価で680百万円の減損処理を行ったことから16,962百万円（前年同期比114.4％増）となり、四半

期純利益は9,054百万円（前年同期比88.2％増）と前年同期に比べ大幅な増益となりました。　
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また、負債の圧縮と純資産の増強などスリムで強靭な財務体質の構築に向けた諸施策を継続的に実

行してまいりました。　

新造船事業では四半期毎に売上対象となる隻数・船型・船価が異なるうえに資機材価格や為替、納

期調整など大きな変動要因があり、今後は低船価の新造船工事も増加してまいります。工事損失引当

金額については第３四半期連結会計期間の期末日レート105円39銭を適用しておりますが、年度末日

の為替レートを適用した洗い替えによる増減に加え新造船の新規受注に伴う新たな計上などもあり得

ます。これらの事情もあって第３四半期業績と年度業績とは必ずしも連動いたしません。　

なお、株式会社日本格付研究所による当社長期発行体格付に関する審査結果が平成25年11月に発表

され、前年同様のＢＢＢ＋（安定的）となりました。　

　
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①　新造船事業

当第３四半期連結累計期間におきましては、当社が250千重量トン型鉱石運搬船（ＷＯＺＭＡ

Ｘ）４隻、225千重量トン型鉱石運搬船１隻、92千重量トン型撒積運搬船１隻、函館どつく株式会

社が32千重量トン型撒積運搬船４隻、小型船１隻の合計11隻を完工し、当第３四半期連結累計期間

の売上高は73,704百万円（前年同期比2.0％増）となりました。損益面につきましては円高修正や

コスト削減活動などの効果により16,644百万円の営業利益（前年同期比88.2％増）となりまし

た。　

受注面は、省エネ型34千重量トン型撒積運搬船を主に当社建造予定船24隻、函館どつく建造予定

船15隻の合計39隻を受注した結果、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は244,266百万円（前

年同期比7.9％減）となり、約３年分の手持工事量を確保しております。なお、契約未了の内定船

９隻は受注残高に含まれておりません。　

新造船事業を取り巻く環境が厳しい状況であることに変わりはなく、国際的な生存競争に勝ち残

るべく新商品開発や生産性の向上・コスト削減を鋭意推進し、市場環境を見据えながら受注活動を

展開してまいります。　

当第３四半期連結累計期間における売上計上の米ドル額は633百万米ドルであり、その平均レー

トは１米ドル当たり99円19銭であります。また、当第３四半期連結会計期間売上対象の未入金米ド

ルのうち為替予約未済の額につきましては、売上計上に際して期末日レートである105円39銭を使

用しております。　

　
②　修繕船事業

修繕船事業の中核を担う函館どつく株式会社におきましては、大型船対応の修繕設備と技術力の

向上が効果を発揮して艦艇の定検工事や延命工事などが順調に推移しており、当第３四半期連結累

計期間の売上高は6,082百万円（前年同期比40.4％増）、営業利益は342百万円（前年同期比

901.8％増）の増収増益となりました。艦艇・官公庁船を主力としつつ、商船については北海道に

立地する強みを最大限に活かした事業展開を推進してまいります。　

なお、初の大型艦定検工事の受注により当第３四半期連結会計期間末の受注残高は2,412百万円

（前年同期比189.8％増）となっております。　

　
③　機械事業

機械事業を担っておりますオリイメック株式会社は、主要顧客である自動車産業の海外シフトに

より海外向け販売が好調だったことや国内需要環境が好転したことから当第３四半期連結累計期間

の売上高は6,416百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益は522百万円（前年同期比3.7％増）の

増収増益となりました。商品開発を推進して国内シェアの維持・拡大に努めるとともに、市場の変

化に応じた海外展開を加速させ、国内・海外の両輪による成長を図ってまいります。　

なお、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は3,338百万円（前年同期比21.0％減）でありま

す。　
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④　鉄構陸機事業

株式会社大林組ご発注の新居浜駅自由通路（188トン）などの工事を予定通り完工したものの、

当第３四半期連結累計期間の売上高は1,269百万円（前年同期比46.4％減）と大型工事の売上げが

あった前年同期に比べて大幅な減収となり、損益面につきましても281百万円の営業損失（前年同

期107百万円の営業損失）となりましたが、受注済案件の収益管理を徹底し通期の営業利益の確保

に努めてまいります。　

なお、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は3,270百万円（前年同期比46.3％増）でありま

す。　

　
⑤　その他事業

当第３四半期連結累計期間の売上高は2,317百万円（前年同期比4.4％増）となり、損益面につき

ましては106百万円の営業利益（前年同期比17.0％減）となりました。　

なお、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は1,138百万円（前年同期比3.2％増）でありま

す。　

　
(2) 財政状態の分析

①　重要な会計方針及び見積り

当企業集団の四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠し、従来から保守的、かつ透明性の高い会計方針を堅持し作成しております。四半期連結財務

諸表の作成にあたっては、四半期連結会計期間末における資産・負債において、合理的と考えられる

方法及び過去の実績等も考慮して見積りを実施し引当金等の計上を行っているものでありますが、そ

の見積りが実際の結果と異なる場合もあります。

　
②　財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前受金の減少に伴い現金及び預金が減少した

ものの有価証券の取得や受取手形及び売掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末比206百

万円増加し、110,765百万円となりました。

　
（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、有形固定資産の減価償却や減損損失があった

ものの、投資有価証券の取得や株価が上昇したこと等により前連結会計年度末比1,419百万円増加

し、37,872百万円となりました。

　
（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、主に前受金が減少したことにより前連結会計

年度末比6,040百万円減少し、71,737百万円となりました。

　
（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、主に長期借入金が減少したことにより前連結

会計年度末比1,501百万円減少し、12,393百万円となりました。

　
（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、主に利益剰余金が増加したことにより前連結会

計年度末比9,166百万円増加し、64,507百万円となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当企業集団の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変
更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。
　

①　会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務および事業の
内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を
継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
この観点から当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式等の大量取得を行う者は、当

社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得
に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を確保する必要があると考えます。

　

②　会社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概

　　要
　（企業価値の源泉）

当社は、1911年（明治44年）の創業以来今日まで、「存在感」を経営理念として、船舶の製造を
基軸とした事業活動を営んでおり、顧客のニーズに応えた高品質の船舶を長年にわたり安定的に製
造・供給することを基軸とする経営を続けることにより顧客の信頼を獲得し、全社一丸となって企
業価値の向上に努めてまいりました。
当社の企業価値の源泉は、具体的には以下の点にあると考えております。
第一に、わが国の三大船社をはじめとする国内外の顧客との長期的視野に立った緊密な相互信頼

関係にあります。
第二に、高品質の製品を安定的に供給するためには、わが国の大手製鉄会社をはじめとする舶用

資機材供給者との信頼関係に基づく中・長期的かつ安定的な取引関係が重要です。
第三に、顧客ニーズを的確に捉えた高品質な製品を開発・受注・製造するための、開発力・技術

力および生産管理ノウハウです。
第四に、地域社会との良好な相互関係が重要です。
以上のように、当社は、顧客、舶用資機材供給者などの取引先、従業員も含めたステークホル

ダーを対象として包含する「顧客信頼度」というキーワードを掲げて経営を続けております。
　（企業価値向上のための取組み）

当企業集団は平成23年度から平成25年度までの３ヶ年間の中期経営計画「挑む」を策定し、「あ
らゆる変化に対応できる体制の構築」を経営目標として、過去に経験したことのない急速で激しい
変化に敏速に対応するため、当企業集団の適応力の強化を急いでおります。新しい発想で事業環境
の劇的な変化に挑戦し、「新たなる発展」「新たなる進化」を目指して、邁進してまいります。

　（コーポレート・ガバナンスの強化）
当社は法令遵守が企業の基本的かつ最低限の社会的責務であるとの考え方に立っており、適法・

適正かつ透明性の高い経営を保つことにより株主、取引先および社会の信頼を得ることが企業の発
展と企業価値の向上に繋がるものと確信しております。
このような考えの下、当社では豊かな社会創りに貢献するとともに、コンプライアンスの推進・

実行を図るため、すべての役員・従業員が遵守すべき企業行動の基本原則および行動指針として
「株式会社名村造船所　行動憲章および行動指針」を定め、さらなる企業倫理の確立と社会責任の
遂行に努めております。
また、コンプライアンスとそのリスク管理、財務報告の適正性等の促進に関しては、内部統制委

員会と内部監査室を中心に、内部統制システムの評価およびその維持・改善を行っております。
当社の経営上の意思決定、業務執行および監督に係わる経営管理組織体制等の状況は次の通りで

あります。
取締役会は、原則として毎月１回、監査役出席の下、重要な業務執行について、適法性、妥当

性、効率性、戦略性、社会性および適正性等について十分に審議を尽くした後に決するとともに、
取締役の職務執行を監督しております。
また、執行役員制度を採用して、経営に関する意思決定と業務の執行およびこれらに対する監視

の各機能の充実・強化を図り、審議の充実と業務執行の迅速化・効率化を通じて、企業価値の最大
化を目指しております。
さらに執行役員会を原則として月１回執り行い、経営に関する重要業務の執行に関する審議を尽

くしております。
企業グループの経営状況の監督については、担当の取締役または執行役員が往査するほか、各社

の経営状況を３ヶ月に１回執行役員会の場で担当の取締役または執行役員より、また、６ヶ月に１
回開催される部長・関係会社報告会の場でグループ各社の代表者より報告せしめ、実態の把握と的
確な経営管理および業務執行を監督・指導しております。
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監査役の業務監査および会計監査については、常勤監査役が執行役員会、部長会等の重要な会議

に出席して必要に応じて意見を述べ、稟議書などの決裁手続についても審議段階から意見を述べる
ことができることとし、監査機能の強化を図っております。なお、会計監査人から監査結果の報告
を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意思の交換を行うなど、監査役・会計監査人間で緊密な連
携をとっております。また、監査役２名が非常勤の社外監査役であり、社外監査役と当社の間に取
引関係その他利害関係はありません。

　

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みの概要

当社は、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定を
支配されることを防止するための取組みとして、当社株式等の大量取得が行われる場合に、株主の
皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機
会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企
業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、当社株式等の20％以上を取得しよ
うとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要
な手続きを定めております。
なお、対応方針の詳細については、平成23年５月13日付「当社株式等の大量取得行為に関する対

応策（買収防衛策）の更新について」ご参照ください。
（当社ホームページ：http://www.namura.co.jp/）
　

④　上記取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　（基本方針の実現に資する特別な取組みについて）

企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業
価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたもので
あり、まさに基本方針の実現に資するものです。
従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みについて）

　　・当該取組みが基本方針に沿うものであること

当該取組みは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株
主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保した
り、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
・当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維
持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　　(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　　(b)株主意思を重視するものであること

　　(c)独立委員会による判断の重視と情報開示

　　(d)合理的な客観的要件の設定

　　(e)第三者専門家の意見の取得

　　(f)デッドハンド型の買収防衛策ではないこと
　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発活動は、顧客ニーズに対応すべく新船型や新機種の開発、既
存製品の品質向上、生産性向上などを中心に取り組み、研究開発費の総額は471百万円となりまし
た。
研究開発活動をセグメント別に示すと、主なものは次のとおりであります。

　

①　新造船事業

環境に配慮した省燃費船型の研究や既存製品の品質向上、船型開発を中心とした開発等を外部研究
機関とも連携し取り組み成果をあげつつあります。研究開発費の総額は227百万円であります。

　

②　機械事業

プレス用自動化装置、精密ばね成形機等において顧客ニーズに対応した新商品を開発、市場に投入
し成果をあげつつあります。研究開発費の総額は243百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 48,386,417 48,386,417
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株でありま
す。

計 48,386,417 48,386,417 ― ―
 

(注)平成25年７月16日付の東京証券取引所および大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、当社株式は東京証券取引所

市場第一部に上場しております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月１日～
 平成25年12月31日

－ 48,386 － 8,083 － 9,556
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載

することができないので、直前の基準日である平成25年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

9,600
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 48,351,200 483,512
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 25,617 ―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

発行済株式総数 48,386,417 ― ―

総株主の議決権 ― 483,512 ―
 

(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式4,800株が含まれております。

「単元未満株式」の「株式数」の欄には、当社保有の自己株式32株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
㈱名村造船所

大阪市西区立売堀二丁目１番９号 9,600 ― 9,600 0.02

計 ― 9,600 ― 9,600 0.02
 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 35,898 26,766

受取手形及び売掛金
※2 27,863 ※2 31,141

有価証券 35,047 39,997

商品及び製品 1,551 1,432

仕掛品 2,531 4,397

原材料及び貯蔵品 948 854

その他
※1 6,721 ※1 6,178

流動資産合計 110,559 110,765

固定資産

有形固定資産 29,649 27,566

無形固定資産 508 460

投資その他の資産
※1 6,296 ※1 9,846

固定資産合計 36,453 37,872

資産合計 147,012 148,637

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※2 20,520 ※2 21,195

短期借入金 4,345 5,405

未払法人税等 5,581 3,879

前受金 37,522 28,965

工事損失引当金 4,987 7,666

その他の引当金 635 724

その他
※2 4,187 3,903

流動負債合計 77,777 71,737

固定負債

長期借入金 8,008 6,205

退職給付引当金 3,213 3,142

その他の引当金 176 194

その他 2,497 2,852

固定負債合計 13,894 12,393

負債合計 91,671 84,130
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,083 8,083

資本剰余金 9,616 9,616

利益剰余金 36,433 44,315

自己株式 △18 △8

株主資本合計 54,114 62,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 288 1,379

繰延ヘッジ損益 △34 △27

為替換算調整勘定 75 368

その他の包括利益累計額合計 329 1,720

新株予約権 95 88

少数株主持分 803 693

純資産合計 55,341 64,507

負債純資産合計 147,012 148,637
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 86,955 89,788

売上原価 73,731 68,575

売上総利益 13,224 21,213

販売費及び一般管理費

給料及び手当 2,074 2,111

その他 3,352 3,155

販売費及び一般管理費合計 5,426 5,266

営業利益 7,798 15,947

営業外収益

受取利息 36 54

受取配当金 77 93

為替差益 449 1,743

その他 121 166

営業外収益合計 683 2,056

営業外費用

支払利息 214 170

支払手数料 － 133

その他 167 58

営業外費用合計 381 361

経常利益 8,100 17,642

特別損失

投資有価証券評価損 187 0

減損損失 － 680

特別損失合計 187 680

税金等調整前四半期純利益 7,913 16,962

法人税、住民税及び事業税 3,208 6,956

法人税等調整額 △292 862

法人税等合計 2,916 7,818

少数株主損益調整前四半期純利益 4,997 9,144

少数株主利益 185 90

四半期純利益 4,812 9,054
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,997 9,144

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △279 1,092

繰延ヘッジ損益 △39 7

為替換算調整勘定 0 304

その他の包括利益合計 △318 1,403

四半期包括利益 4,679 10,547

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,492 10,445

少数株主に係る四半期包括利益 187 102
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　
(追加情報)

該当事項はありません。

　
(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

流動資産 44百万円 47百万円

投資その他の資産 169百万円 165百万円
 

　

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 5百万円 54百万円

支払手形 1,118百万円 1,172百万円

設備関係支払手形 7百万円 ―
 

　

　３　受取手形割引高は次のとおりであります。

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形割引高 106百万円 ―
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な
お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び
のれんの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 2,753百万円 2,352百万円

のれんの償却額 285百万円 ―
 

　
(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 435 ９ 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

平成24年11月８日
取締役会

普通株式 193 ４ 平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。　

　
当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 677 14 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年11月６日
取締役会

普通株式 484 10 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

　
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。　

　
(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動が認められないため、記載しておりません。　

　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動が認められないため、記載しておりません。
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(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計を適用しているものを除いて、該当事項はありません。
　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２新造船 修繕船 機械 鉄構陸機 その他

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 72,278 4,332 5,758 2,367 2,220 86,955 ― 86,955

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― 214 214 △214 ―

計 72,278 4,332 5,758 2,367 2,434 87,169 △214 86,955

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

8,844 34 503 △107 127 9,401 △1,603 7,798
 

(注) １ セグメント利益の調整額△1,603百万円には、セグメント間取引消去△21百万円及び各報告セグメントに配
分していない全社費用△1,582百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の総務部、経営管理部等
の管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２新造船 修繕船 機械 鉄構陸機 その他

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 73,704 6,082 6,416 1,269 2,317 89,788 ― 89,788

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― 79 79 △79 ―

計 73,704 6,082 6,416 1,269 2,396 89,867 △79 89,788

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

16,644 342 522 △281 106 17,333 △1,386 15,947
 

(注) １ セグメント利益の調整額△1,386百万円には、セグメント間取引消去△10百万円及び各報告セグメントに配
分していない全社費用△1,376百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の総務部、経営管理部等
の管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

調整額 合計

新造船 修繕船 機械 鉄構陸機 その他

　減損損失 439 45 158 38 ― ― 680
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 99円62銭 187円30銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益(百万円) 4,812 9,054

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(百万円) 4,812 9,054

   普通株式の期中平均株式数(千株) 48,300 48,337

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 99円09銭 186円10銭

    (算定上の基礎) 　 　

   普通株式増加数(千株) 259 312

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第115期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当については、平成25年11月６日開催の

取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を

行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 484百万円

②　１株当たりの金額 10円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月６日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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平成26年２月３日

有限責任監査法人　トーマツ 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　井　　上　　嘉　　之　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　藤　　川　　　　　賢　　印

　

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
 

　株式会社　名村造船所

　取　締　役　会　　御中
 

　

 

　

 

　

 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社名村造船所の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社名村造船所及び連結子会社の平成
25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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